
岡ス協発第 ２０７ 号

令和２年 ６月２２日

加盟団体代表者 様

公益財団法人岡山県スポーツ協会
事務局長 久 本 洋 士

（公 印 省 略）

接触確認アプリの周知について

平素から、本会諸事業の推進につきましては、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。

さて、新型コロナウイルス感染症に関する情報について、日本スポーツ協会を通じ、

スポーツ庁から新たな周知依頼がありましたのでお送りいたします。

つきましては、内容をご確認のうえ、周知いただきますようお願いいたします。

記

以下スポーツ庁からのメール内容――――――――――――――――――――――

◆接触確認アプリ（COCOA）の周知について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、厚生労働省で開発を進めていた「新

型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」がリリースされ、内閣官房新型コロナ室

から各都道府県に対しても別添のとおり周知しております。

本アプリは利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されますので、

以上の内容につきまして、関係各所等に周知いただきますようお願いいたします。



岡ス協発第 ２０６ 号

令和２年 ６月２２日

加盟団体代表者 様

公益財団法人岡山県スポーツ協会
事務局長 久 本 洋 士

（公 印 省 略）

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

平素から、本会諸事業の推進につきましては、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。

さて、新型コロナウイルス感染症に関する情報について、日本スポーツ協会を通じ、

スポーツ庁から新たな周知依頼がありましたのでお送りいたします。

つきましては、内容をご確認いただきご対応いただきますようお願いいたします。

記

以下スポーツ庁からのメール内容―――――――――――――――――――――――

◆国際的な人の往来再開にむけた段階的措置について

昨日、第 38回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、国際的な人の往来再開に

むけた段階的措置として、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出

入国について例外的な枠を設置することとなりました。

これは、現行の水際対策を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行

するもので、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施されます。

１．対象国・地域、対象者

（１）感染状況が落ち着いている入国拒否対象地域を対象国として協議・調整を開始

（当面、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランドを想定。）

我が国内外の感染状況等を総合的に勘案し、順次、協議が整い次第、対象国・地

域を拡大。

（２）ビジネス上必要な人材等（経営・管理、技術者、技能実習・特定技能など）を対

象者とし、対象国毎に調整。

２．追加的な防疫措置

現行の水際措置（PCR 検査、公共交通機関不使用、14 日間の自宅等待機）に加え、



（１）入国前の PCR 検査証明や入国後 14 日間の位置情報の保存等の追加的な防疫措置

を条件に、外国人の入国拒否対象地域からの例外的な入国を認める。

（２）日本人を含めた入国者が 14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合に

は、更なる条件（「本邦活動計画書」の提出等）の下で、行動制限を緩和。

※ 「本邦活動計画書」には、滞在場所、移動先、接触予定者等を記載

３．日本人の出国

相手国の要請次第で、出国前の PCR 検査証明等により、相手国への入国や行動範囲

を限定したビジネス活動の許容を協議。

４．検査能力の拡充

今後、唾液 PCR 検査などの代替的な検査方法の導入等を始め、検査能力・体制を拡

充。

５．感染再拡大防止との両立

上記の例外的措置につては、新型コロナウイルス感染症再拡大の防止と両立する範

囲内において試行していくこととし、国内外の感染状況等を十分に注視した上で、

実施の継続を判断していくこととする。

官邸のホームページにも資料があがっておりますので、共有します。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
上記リンク先「第 38回(令和 2年 6月 18日開催)資料」の資料２です。

（PDFの 11～ 12 ページ目です）
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